
四日市市告示第１８２号 

 四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和５年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

   四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、特殊詐欺や悪質な電話勧誘等を未然に防止するため、固定電話

への自動通話録音警告機（以下「通話録音機」という。）の購入に要する費用に対

し、予算の範囲内において四日市市自動通話録音警告機購入費補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、四日市市補助金等交付規則（昭和５７年

四日市市規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「通話録音機」とは、電話機に設置することにより、電

話機の呼び出し音が鳴る前に、当該電話機の電話番号に架電した者に対し、自動で

通話内容を録音する旨のメッセージを流した後、通話内容を録音する機能を有する

ものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、居住している者

であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 補助金の交付を申請する日において、満６５歳以上の者 

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めた者 

（対象機種） 

第４条 補助金の交付の対象となる通話録音機は、次に掲げるものとする。 

(1) 固定電話機に外部接続可能な機器で、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨

するもの 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めたもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、通話録音機の購入に要する費用（通話録

音機の設置に係る労務費を除く。）とする。 

（補助金の額） 



第６条 補助金の額は、通話録音機の購入額の２分の１とし、７,０００円を限度と

する。この場合において、補助金の額に１,０００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

２ 補助の対象となる通話録音機の台数は、１世帯あたり１台とする。ただし、補助

金の交付の対象となった通話録音機を購入してから５年が経過したとき、その他市

長が認めるときは、この限りでない。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、四日市市

自動通話録音警告機購入費補助金交付申請書（第１号様式）に市長が必要と認める

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条に基づく補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査

し、補助することが適当と認めたときは、四日市市自動通話録音警告機購入費補助

金交付決定通知書（第２号様式。以下「通知書」という。）により申請者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成する

ために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。 

（通話録音機の購入） 

第９条 通知書による通知を受けた者（以下「決定者」という。）は、通知書を受け

た日の翌日から起算して２か月以内又は当該年度の３月末日のいずれか早い日まで

に通話録音機を購入しなければならない。  

２ 前項に定める期間内に通話録音機を購入しなかった場合には、当該補助の決定は

その効力を失う。 

（状況報告） 

第１０条 市長は、当該補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、決定者に対

し執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。  

（事業の変更） 

第１１条 決定者が通知書を受けた後において補助事業等の内容を変更（市長が定め

る軽微な変更は除く。）又は中止しようとする場合は直ちに市長に四日市市自動通

話録音警告機購入費補助金交付変更承認申請書（第３号様式。以下「変更承認申請

書」という。）を提出し、承認を受けなければならない。 



２ 市長は前項の規定による変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、

第８条の決定を変更することができる。 

 （変更決定通知） 

第１２条 市長は、前条第２項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したとき

は、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付変更決定通知書（第４号様式）

により決定者に通知するものとする。 

（実績報告及び補助金の交付請求） 

第１３条 決定者は、当該補助事業が完了（廃止及び中止を含む）したとき（以下

「完了等」という。）は、完了等の日から起算して３０日以内又は当該年度の３月

末日のいずれか早い日までに、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付実績

報告書兼請求書（第５号様式。以下「報告書兼請求書」という。）に市長が必要と

認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の確定） 

第１４条 市長は、前条の報告書兼請求書が提出されたときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとす

る。 

（補助金の取消し等） 

第１５条 市長は、交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付

した補助金の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱の規定又は通知書に付した条件に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けた

ことが明らかとなったとき。 

（設置者の義務） 

第１６条 この要綱に基づき補助金の交付を受け、通話録音機を設置した者は、その

通話録音機を常に良好な状態に保持できるよう維持管理に努めなければならない。  

（補助金の評価） 

第１７条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。 



（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交

付決定のあった補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なお

その効力を有する。 



 

第１号様式（第７条関係）          

  

申請日  年  月  日  

 
四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付申請書 

 
              
 四日市市長          

申請者  郵便番号      －         
              （補助対象者） 

住  所                
 

  氏  名                
   

固定電話の 
電話番号  （   ）   －      
 
生年月日   年  月  日（  歳） 

 
  四日市市自動通話録音機購入費補助金の交付を受けたいので、四日市市自動通話録音
警告機購入補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり申請します。 

              

記 

 １ 申請金額            円 

  （購入費の2分の1以内の額。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときはこれを

切り捨て、上限は7,000円）          

          
 ２ 購入機種名 
  □ 振込め詐欺見張隊新117（L-FSM-N117） 
  □ 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する機器（            ） 
  □ その他（                      ） 
 
 ３ 購入予定額           円 
 
 ４ 添付書類  
  □ 見積書その他の購入予定額が分かる書類 

□ パンフレットその他の購入機器の機能が分かる書類        
   
  ５  住民登録情報の閲覧の承諾 

□  私の住民登録情報について、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金の交付申請
の内容を審査するために市職員が閲覧し、及び謄写することを承諾します。 
 
署名                                                   

 

市記入欄                                受付     

補助対象者の資格確認 

1マイナンバーカード 2運転免許証・運転経歴証明書 3健康保険証  

4その他（        ） 5 住民登録情報の閲覧の承諾（署名） 



第２号様式（第８条関係） 

                            市生 第  号－   

 

住所 

氏名 

 

四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付決定通知書 

 

 

年  月  日  付けで交付申請のあったに四日市市自動通話録音警告機購入

費補助金ついては、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付要綱第８条の規定によ

り、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

年  月  日 

 

                         四日市市長  

 

記 

 

１．交付決定額   金         円 

 

２．条件等 

（１） この補助金は、通話録音機購入費に対し交付するものである。 

（２） 通話録音機の購入を中止等する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

（３） 上記の購入は本交付決定通知書の交付の日から 2 か月以内又は当該年度の 3 月

末日のいずれか早い日までにすみやかに購入しなければならない。 

 

 



第３号様式（第１１条関係）  

 

年  月  日  

四日市市長  

 

郵便番号  

 

住  所  

 

氏  名  

 

 

四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付変更承認申請書  

 

年   月   日付け市生第   号で交付決定通知を受けた事業に

ついて、下記のとおり変更したいので四日市市自動通話録音警告機購入費補

助金交付要綱第１１条に基づき申請します。  

 

 

記  

 

 

１  補助金変更申請額       金       円  

 

 

２  変更の理由  

 

 

３  変更の内容   

 

 



第４号様式（第１２条関係） 

 

                         市生 第  号－  

 

住所 

氏名 

 

四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付変更承認決定通知書 

 

    年  月  日付けで交付変更承認申請のあったに四日市市自動通話録音警告機

購入費補助金ついては、四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付要綱第１２条の規

定により、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

年  月  日 

 

                         四日市市長  

 

記 

 

１．交付決定額    金        円 

 

２．変更の内容  

      

      

 

３．条件等 

（１） この補助金は、通話録音機購入費に対し交付するものである。 

（２） 通話録音機の購入を中止等する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

（３） 上記の購入は本交付変更承認決定通知書の交付の日から 2 か月以内又は当該年

度の 3月末日のいずれか早い日までにすみやかに購入しなければならない。 

 

 



第５号様式（第１３条関係） 

 

                                年   月   日 

四日市市長 

 住  所                   

                   氏  名                 印  

                                                                                                                                                                         

 

四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付実績報告書兼請求書 

 

 

四日市市自動通話録音警告機購入費補助金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり

実績を報告し、補助金の交付を請求します。 

 

記 

 

１ 購入金額             円 

 

２ 交付決定額           円 

  

３ 添付書類  

□ 領収書の写しなど購入者氏名、購入年月日、購入額、購入機種が分かる書類 

□ 振込先の通帳の写し（名義人と口座番号が分かるもの） 

 

４ 振込先 

 

金融機関 

           銀行              本店 

           金庫              支店 

           農協              出張所 

預金種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 


